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２　農業保険事業の規模

（１）農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設共済事業の規模
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本年度予定 前年度実績
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Ⅳ類乙 120 119 470,524 2,460 1,230 1,230 347 883 2,113
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３ 引受計画と実施方策 

（１）農作物共済

引受計画は、水稲共済については、平成 30年度引受実績から収入保険加入による面

積減と当然加入制から任意加入となったことによる未加入者を考慮した引受計画面積

とする。 

麦共済については、平成 30年度引受実績から収入保険加入による面積減を見込んだ

面積とする。 

実施方策として、次の事項を重点的に取り組む。 

ア 県の策定した栽培基準及び病害虫防除基準による適格耕地の引受を行う。

イ 経営所得安定対策と農業共済制度改正関連の周知・徹底を図る。

ウ 令和 4 年度に廃止される一筆方式の移行先として全相殺方式加入のため農家

の出荷販売状況調査を行い、円滑な移行が進められるように取組を行う。

エ 水田農業推進協議会（農業再生協議会）の構成員として、積極的に参画し連

携強化・情報収集等に努めることを組合に促すと共に、県関係機関の水田農業推

進協議会からの情報の早期収集に努める。

オ 任意加入制の対策として地域水田協議会との一体化様式を進め、有資格者の

把握を行い未加入者の早期把握と無保険者が出る事のないような加入推進を展

開する。

カ 関係法規に沿った引受事務を徹底する。

キ 定期的な連絡会議を開催し、支所間の業務や各種様式等の平準化を行い事務

処理等の適正化に努める。

ク 「安心の未来」拡充運動の項目を実行する。

（２）家畜共済

引受計画は、支所毎に飼養頭数及び事業規模を調査し、平成 31年度（令和元年度）

引受計画に反映させた。 

実施方策として、次の事項を重点的に取り組む。 

ア 改正制度の周知を重点目標に掲げ、継続引受時及び新規加入推進時に農家個

別に制度の周知を行う。

イ 改正制度、特に疾病傷害共済を活用し、家畜診療所と連携して農家ニーズに

応じた加入推進を行う。

ウ 診療獣医師及び関係機関に対して制度理解と加入推進の協力依頼を行う。

エ 家畜共済の事務取扱要領に基づく評価額の適正な設定を行い、職員の制度の

習熟及び農家の説明に努める。

（３）果樹共済

引受計画は、前年度の計画と引受実績、収入保険制度への移行を考慮し設定した。 

実施方策として、次の事項を重点的に取り組む。 

ア 福岡県園芸振興推進会議の各種会議等へ積極的に参画し、関係機関等との連

携強化を図るとともに、災害のセーフティネットとして農業保険制度を位置づけ

ながら、果樹共済制度及び収入保険制度の更なる周知を図る。

イ 関係機関等と連携して正確な有資格資源量を把握し、すべての有資格農家に

対して、効率的かつ計画的な制度の周知及び適格園地の引受拡大を図る。

ウ 青色申告者に対して収入保険事業の積極的な推進を行い、白色申告者に対し



ては青色申告へ申告方法の変更を進める。 

エ なし及びかきについては、平成 31年度（令和元年度）中に半相殺減収総合一

般方式、同短縮方式への統合を行う。

オ ぶどうについては、加入要件を満たせば災害収入方式、満たさない場合は、

半相殺減収総合一般方式、同短縮方式を推進する。

カ うんしゅうみかん及びキウイフルーツについては、災害収入方式、全相殺方

式を基準方式とし推進を行い、特にキウイフルーツについては、かいよう病対策

として樹体共済の積極的な推進に取り組む。

キ 園地台帳、植栽図を整備し、実態に合った各種係数及び指数等による適切な

標準収穫量及び基準収穫量の設定を行う。

ク 果樹共済の加入推進等で農家訪問を行う際には、必ず収入保険制度について

も紹介を行う。

（４）畑作物共済

平成 30年度引受実績から収入保険加入による面積減を見込んだ面積とする。 

実施方策として、次の事項を重点的に取り組む。 

ア 県の策定した栽培基準及び病害虫防除基準による適格な引受を行う。

イ 経営所得安定対策と農業共済制度改正関連の周知・徹底を図る。

ウ 作付状況の収集を早期に行い、適格耕地の完全引受を図る。

エ 加入申込書等の引受審査を迅速かつ厳正に行い、関係法規に沿った引受事務

を徹底する。

オ 経営所得安定対策申請状況との照合を迅速かつ厳正に行い、引受内容に誤り

がないよう引受事務を徹底する。

カ 定期的な連絡会議を開催し、支所間の業務や各種様式等の平準化を行い事務

処理等の適正化に努める。

（５）園芸施設共済

引受計画は、前年度の計画と引受実績と補助事業による新設ハウスの増加を考慮して

設定した。 

実施方策として、次の事項を重点的に取り組む。 

ア 制度見直しに伴う補償拡大内容の説明義務を十分に果たす。

イ 施設農家ニーズの把握に努め、復旧費用及び撤去費用の導入を積極的に行う

とともに、附帯施設及び施設内農作物の加入推進にも努め、補償の拡充を図る

ウ 12 ヶ月引受に伴う被覆、未被覆の周知を行い、被覆期間変更に伴う加入者か

らの通知漏れが起こらないよう新制度の普及を徹底する。

エ 加入意思確認時に未加入者への制度説明を行うと共に、継続加入者への戸別

訪問による制度説明を確実に実施する。

オ 資源量調査の補完を行い、旧市町村ごとに設置状況を把握し、組合統一の設

置状況図等基礎資料、農家台帳の整備に努める。

カ 施設内農作物については制度的に有利である収入保険制度への加入をセット

で推進する。

ケ 集団加入における掛金の割引等、仕組み改訂内容について、関係機関の協力

を得て周知を図るとともに推進する。



（６）任意共済

引受計画は、前年度の計画及び引受実績並びに加入資格要件の緩和を考慮した目標数

値を設定した。 

実施方策として、次の事項を重点的に取り組む。 

ア 「安心の未来」拡充運動の推進

（ア）推進基礎組織の育成・支援として、ＮＯＳＡＩ関係役員（理事、監事、総

代、NOSAI部長、損害評価会委員、損害評価員）に任意共済事業の重要性へ

の理解を求め、役職員一体となって推進する。 

（イ）システムを活用した、提案型推進を積極的に展開する。

イ 基礎組織の育成・支援

（ア）任意共済収支分析に基づく年間推進計画を作成する。

（イ）継続更新時期の変更などを行い、加入推進活動を早期化する。

（ウ）建物共済に係る情報の提供。

（エ）農機具関係機関及び販売店等との連携。

（オ）NOSAI関係役員に対する加入推進の徹底。

ウ 広報活動

（ア）建物共済、農機具共済ＰＲポスターを配布する。（関係機関等に掲示）

（イ）農機具展示会などにおいてパンフレットの配布などを行うことによりＮ

ＯＳＡＩ事業のＰＲに努める。

（ウ）加入推進時期に合わせて農業共済新聞県版で建物、農機具共済特集を組む。 

（７）農業経営収入保険

引受計画は、前年度の実績を考慮して設定した。 

実施方策として、次の事項を重点的に取り組む。 

ア 有資格者の把握・更新に努め、リストの精度を上げる。

イ 上記有資格者のうち加入意思が未確認の農業者に対し意向調査を行う。

ウ 前年の加入推進で加入保留となった者に対し再度推進を行う。

エ 農業共済事業とセットでの推進など、全職員による推進体制構築のため、制

度及びシステム操作の研修を行う。

オ 他の優良推進事例を参考に効率・効果的な推進を行い支所間の均衡を図る。

カ 関係機関との協力関係を継続し、諸会議やＪＡ部会等での制度説明、広報媒

体の活用など、様々な機会を通して制度の周知・普及に努める。

４ 損害評価の適正化の方策 

（１）農作物共済

ア 水稲については、見回り調査の強化や関係機関、ＪＡ等の関係団体と連携を図

りながら、早期に生育・被害状況を把握し、適期に被害申告が行われるよう周知

徹底を図るとともに、適正な評価体制を整え、適期の損害評価を実施する。

また、損害評価員、損害評価会委員を対象に損害評価講習会等を開催し、評価

方法及び評価眼の統一を図り、適正公平な損害評価を実施する。 

また、栽培基準及び病害虫防除基準により分割評価を的確に適用した損害評価

を行う。 



イ 麦については、ＪＡ等の出荷数量を適正に把握するとともに、被害申告耕地の

見回り調査を実施することで、肥培管理状況を把握し、分割評価を的確に適用し

た損害評価を行う。

ウ 被害申告した組合員へ評価結果の情報提供を行い、理解を得るよう努める。

（２）家畜共済

ア 事故発生時の事故家畜の個体確認及び飼養頭数等の現地確認を徹底し、適正な

損害評価に努める。

イ 家畜共済損害評価認定準則、家畜共済事務取扱要領、廃用事故認定基準細則及

び病傷事故給付基準に基づく事故の適正な損害評価について、家畜診療所とも

連携してあたる。

ウ 指定・嘱託獣医師に対し、病傷事故に係る適正な事務処理の徹底、病傷事故給

付基準及び廃用事故認定基準細則の周知・理解について指導する。

（３）果樹共済

ア 見回り調査や関係機関、ＪＡ等の関係団体と連携を図りながら、早期に生育・

被害状況を把握し、適期に被害申告が行われるよう周知徹底を図るとともに、適

正な評価体制を整え、適期の損害評価を実施する。

イ 台風等の大災害に備えるため損害評価体制を整備し、組合員からの被害申告に

基づき、迅速かつ適正な損害評価に努める。

ウ 損害評価員、損害評価会委員を対象に損害評価講習会等を開催し、引受方式別

に評価方法及び評価眼の統一を図り、適正公平な損害評価を実施する。

また、分割評価を的確に適用した損害評価を行う。 

エ 果樹共済事業検討会等を開催し、損害評価時の問題点等について十分検討を行

い、適正な損害評価を実施する。

（４）畑作物共済

ア ＪＡ等の出荷数量を適正に把握するとともに、全筆調査の実施により肥培管理

状況を把握し、分割評価を的確に適用した損害評価を行う。

イ 関係機関、ＪＡ等の関係団体と連携を図りながら、早期に生育・被害状況を把

握し、適期に被害申告が行われるよう周知徹底を図るとともに、適正な評価体制

を整え、適期の損害評価を実施する。

ウ 被害申告した組合員へ評価結果の情報提供を行い、理解を得るよう努める。

（５）園芸施設共済

ア 大災害や広範囲な被害発生時は、被害概況の調査を迅速に行い、的確な被害状

況の把握に努める。

イ 大規模自然災害時は支所間の支援体制を構築し、被災者に対し早期に共済金を

支払う。

ウ 台風等の大災害に備えるため、損害評価体制を整備するとともに評価技術の習

得に努め、組合員からの被害申告に基づき、迅速かつ適正な損害評価を実施する。 



（６）任意共済

ア 大災害や広範囲な被害発生時は、概況の評価を迅速に行い、的確な被害状況の

把握に努める。

イ 台風等の大災害に備えるため、損害評価体制を整備するとともに、建物共済及

び農機具共済の損害評価技術研修会を開催し評価技術の習得に努め、組合員から

の被害申告に基づき、迅速かつ適正な損害評価を実施する。

５ 損害防止事業の実施方策 

（１）農作物共済

ア 職員の栽培技術・病害虫防除に関する知識向上を促す。

イ 病害虫防除所の発する病害虫発生予察情報を活用し、病害虫の発生状況を的

確に把握するよう指導する。

ウ 水稲病害虫（ウンカ）調査等を行い、関係機関へ情報提供を行うとともに、

生育・被害状況を早期に把握する。

（２）家畜共済

ア 特定損害防止事業を有効に活用し、事故低減を図る。

イ 家畜診療所の機能を発揮し、事故低減及び損害防止の指導に努める。

（３）果樹共済

ア 病害虫防除所の病害虫発生予察情報を活用し、防除の情報提供を行う。

イ 関係機関等と連携を図り、適切な損害防止の徹底を図る。

（４）畑作物共済

ア 病害虫防除所の病害虫発生予察情報を活用し、防除の情報提供を行う。

イ ハスモンヨトウの発生調査を行い、関係機関等への情報提供を行う。

（５）園芸施設共済

ア 施設の適切な保守管理及び日常の点検の重要性を指導する。

イ 風害、雪害等の災害対策について、施設の補強、補修等を行うよう周知する。 

ウ 施設内農作物について、病害虫防除所の病害虫発生予察情報を活用し、防除

の情報提供を行う。

エ 県のホームページを活用し、「野菜、花き花木病害虫・雑草防除の手引き」に

ついて、専門的な栽培技術の習得と、防除技術の向上に努めるよう情報提供を行

う。

６ 執行体制の整備 

（１）事務執行体制の整備方策

理事会は、事業執行方針、その他運営上必要な事項を審議決定するため、適正かつ



効率的な事業運営が行われるよう、責任ある業務運営に万全を期す。 

監事会は、監査方針等を協議するとともに、監査室と連携した中間監査、決算監査

を実施して、理事の行う業務の執行を健全妥当な方向に誘導することを期す。 

（２）ＮＯＳＡＩ部長の設置及び職務

地区の実態に応じて配置し、書類の配布取りまとめ及び事業の推進など業務運営の

協力と、組合と組合員間の連絡の任に当たり、事業の一層の普及と推進に努める。 

（３）職制及び職員の配置計画

適正・円滑な事業運営と事務処理の効率化を図るため、業務と配置人員の実態を的

確に把握し、状況の変化に即応できる体制と将来的な職員の採用計画について検討す

る。 

（４）役職員研修等の体制及び計画

  農林水産省、全国農業共済協会が実施する研修会等へ参加し、人材の育成及び資質

の向上を図る。 

また、組合独自のコンプライアンス研修及び情報セキュリティーの研修を行い役職員

のコンプライアンス態勢、リスク管理体制の確立に努める。 

７ 予算統制の方策 

（１）事業計画に基づく事業の遂行及び年間行事計画に基づく各種計画の遂行にあたっ

て、計画的、効率的に執行するため十分審議するとともに、予算差引簿等により支

出状況を把握し、適正執行に努める。

（２）月ごとの財産の状況を把握するとともに、予算節約に十分留意し、また、経費内

容の検討にも努め、支出の適正化を図る。
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